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No. 頁 章 節 項目 Ver.1.0 Ver.2.0 Ver.2.1

1 3 はじめに - 交付決定以降の流れ -
●成果報告
(２０２３年５月末日まで)

●成果報告
(２０２３年６月末日まで)

2 4 はじめに - 本事業の流れ -

［本事業の流れ] ［本事業の流れ]

3 53
４. 成果報告・取得財産の管理・
官庁等の検査

４－１ 成果報告について -
補助事業者は、交付申請時に提出した計画省エネルギー量を達成したことを示すため、１週間以上(※)から１
か月間の実績省エネルギー量等を求めてそれを１年分に換算し、２０２３年５月末日までにその結果をＳＩＩに成
果報告書として提出する必要があります。

補助事業者は、交付申請時に提出した計画省エネルギー量を達成したことを示すため、１週間以上(※)から１
か月間の実績省エネルギー量等を求めてそれを１年分に換算し、２０２３年６月末日までにその結果をＳＩＩに成
果報告書として提出する必要があります。

4 60
４. 成果報告・取得財産の管理・
官庁等の検査

４－２
提出書類と提出方法について
◇書類の提出方法

- ◆提出期限：２０２３年５月末日 ◆提出期限：２０２３年６月末日

※上記には主要な変更点のみ記載しております。

令和４年度 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
事務取扱説明書に関する変更点リスト

No. 提出書類 提出内容 提出内容詳細 提出期限

4 成果報告書
導入した設備の最低１週間以上のエネルギー使用量の実
測データ等を用いて省エネルギー効果を報告する書類

２０２３年６月末日

No. 提出書類 提出内容 提出内容詳細 提出期限

4 成果報告書
導入した設備の最低１週間以上のエネルギー使用量の実
測データ等を用いて省エネルギー効果を報告する書類

２０２３年５月末日
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